
森町魅力 PR 事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 実施目的 

「森町魅力 PR 事業業務委託」の発注にあたり、貴重な財源を最大限に有効

活用し、「森町の特色を活かした内容の電子雑誌」に関する事業提案を広く

求めるため、公募型プロポーザル方式により受託候補者を適正かつ公正に選

定する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

森町魅力 PR 事業業務委託 

（２）プロポーザル方式の名称 

公募型プロポーザル方式 

（３）業務内容 

別添「森町魅力 PR 事業業務委託仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

契約締結日の翌日から令和８年 1０月３０日（金）まで 

（５）提案上限額 

金９，９００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む） 

 

３ 資格要件  

（１）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続

開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に

基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基

づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生

計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

（２）会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基

づく清算の開始又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19

条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（３）本業務の公告の日までに本町において、令和８年度及び令和９年度の競争

入札参加資格者名簿の物品・役務に登録されている者であること。 

（４）公告の日から本契約締結の日までの間に、本町において指名停止措置を受

けていない者であること。 

（５）自治体が発注したタレントを活用した電子雑誌の実績を有する者である

こと。 

４ 参加手続き等  

（１）参加申し込み  



ア 提出期限 

令和８年６月８日(月)午後５時必着  

イ 郵送(書留郵便又は配達証明のできるものに限る)又は持参 

ウ 提出書類一覧 

 提出書類の名称 様式 用紙規格 提出部数 

①  参加表明書 様式第１号 A４縦 １部 

②  会社概要等整理表 様式第２号 A４縦 １部 

③  業務実績整理表 様式第３号 A４縦 １部 

④  業務実績整理表（様式第３号）に

記載する官公庁又は公的機関から

の受託実績を証明できる書類（契

約書の写し等） 

任意 A４縦 １部 

 

エ 提出先 

    森町役場 商工労働観光課 観光係 

    〒０４９－２３９３ 北海道茅部郡森町字御幸町１４４番地１ 

    電話：０１３７４－７－１２８４（直通） 

    F A X：０１３７４－２－０５００ 

 

（２）資格要件の確認 

参加表明書を受理した場合、申込者の資格要件を確認し、確認結果を令和

８年６月１０日 （水）までに申込者へ電子メールにて通知する。なお、参加

表明書を提出した者のうち資格要件が満たなかった者に対しては、その旨及

び理由を書面により通知する。 

資格要件が満たなかった通知を受けた者は、通知の翌日から起算して５ 

日以内に書面により、森町に対して説明を求めることができる。説明を求め

られた場合においては、３日以内に書面により回答する。 

（３）企画提案書等の作成及び提出 

企画提案書（様式第５号）、 実施体制図（任意様式）、工程表（任意様式）、

本業務に対する企画提案資料（任意様式）、提案価格書（様式第６号）（以下、

「企画提案書等」という。）は、別途定める 「森町魅力 PR 事業業務委託 企画

提案書等作成要領」に基づいて作成すること。 

ア 提出期限 

令和８年６月１５日（月）午後５時まで 

イ 提出場所 

「 （１）エ 提出先」と同じ 

ウ 提出方法 

郵送（書留郵便又は配達証明のできるものに限る）又は持参 

５ 受託候補者の選定 

（１）選定方法 



受託候補者の選定は、「森町魅力 PR 事業業務委託プロポーザル審査委員

会 」（以下、「審査委員会」という。）が行う。 

審査委員会は、「森町魅力 PR 事業業務委託受託候補者選定基準」（以下、

「選定基準」という。）に基づき審査し、受託候補者及び次点者を選定する。 

（２）審査（書類審査） 

   提出書類について選定基準に基づき審査し、その内容及び提出された企 

画提案書等の内容について、選定基準に基づき審査し、合計点の上位から 

受託候補者を決定する。 

６ その他契約に関する事項 

（１）委託業務の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施することを約束

するものではない。 

（２）審査委員会により選定した受託候補者と本要領及び仕様書、企画提案書等

を基に契約内容についての協議を行い、契約条件について合意した後に契

約を締結する。また、受託候補者であることを通知した日の翌日から起算し

て７日以内に協議と調整が整わない場合は、次点者に選定された者が森町

と協議を行う。 

（３）受注者は、発注者に文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の

履行を第３者に委託し、この契約に係る権利を第３者に譲渡し、またはこの

契約に係る義務を第３者に継承させてはならない。 

７ 本要領及び仕様書に関する質問期限及び回答 

（１）質問期限 

（２）令和８年６月２日（火）午後５時まで 

（３）質問方法 

件名に【森町魅力 PR 事業業務委託に関する質問】と記入し、下記のメー

ルアドレスへメールにて質問書(様式第４号)により質問すること。なお、審

査に関する質問には応じない。 

（３）メールアドレス shoukou@town.hokkaido-mori.lg.jp 

（４）回答日 

令和８年６月５日（金）までに回答する。 

（５）回答方法 

上記の回答日までに森町のホームページに掲載する。 

８ 日程 

令和８年５月２８日（木）募集開始 

６月 ２日（火）質問締切 

５日（金）質問回答 

８日（月）参加表明書の受付締切 

１０日（水）資格要件の確認通知 

１５日（月）企画提案書等の提出締切 

１８日（木）審査（書類審査） 

２２日（月）審査結果通知予定 



９ 留意事項 

（１）企画提案書等の作成に要する費用等、今回の応募に係る全ての費用は参加

者の負担とする。 

（２）企画提案書等は返却しない。 

（３）今回の応募により制作したデザイン等の使用は、森町の許諾がない限り使

用ができないものとする。 

また、森町から提供を受けた文章及び画像等の情報を無断で第三者に提 

供すること並びに他の目的に使用することは禁ずる。 

（４）本要領等に示された条件に適合しない事業者や参加資格があると偽り、又

は資格要件を失った事業者は、失格になることがある。 

（５）このプロポーザルは、１社の参加でも成立する。 

10 問い合わせ先 

森町役場 商工労働観光課 観光係 

〒０４９－２３９３ 北海道茅部郡森町字御幸町１４４番地１ 

ＴＥＬ：０１３７４－７－１２８４ ＦＡＸ：０１３７４－２－０５００ 

E-mail：shoukou@town.hokkaido-mori.lg.jp 


